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冬の電力需給の対応について（依頼）

⚫ 「2022年度冬季の電力需給対策」（2022年11月1日電力需給に関する検討会
合）において、産業界や自治体と連携した節電体制を夏季と同様に構築することとされ
ました。

⚫ つきましては、

– 電力需給ひっ迫時の連絡体制の再点検（産業界／自治体）

– 電力需給ひっ迫時の節電対策の実施に向けた準備

につきまして、ご協力をよろしくお願いします。

資源エネルギー庁 電力基盤整備課
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電力需給ひっ迫注意報／警報発令時の連絡体制の再点検（産業界）

⚫ 電力需給がひっ迫する見通しとなった場合、資源エネルギー庁から、前日16時目処に、
広域予備率が5％を下回る場合には電力需給ひっ迫注意報、3％を下回る場合には
電力需給ひっ迫警報を発令します。

⚫ 電力需給ひっ迫注意報／警報は、各府省庁を通じて所管の関係団体、関係団体から
事業者等に連絡するため、改めて、節電要請の連絡を迅速に行うための連絡体制を
構築・周知をお願いします。
※資源エネルギー庁から、各メディア等を通じた周知も行います。
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※地方支分部局への
連絡体制を含む
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＜電力需給ひっ迫注意報／警報連絡フロー＞
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電力需給ひっ迫注意報／警報発令時の連絡体制の再点検（自治体）

⚫ 電力需給がひっ迫する見通しとなった場合、資源エネルギー庁から、前日16時目処に、
広域予備率が5％を下回る場合には電力需給ひっ迫注意報、3％を下回る場合には
電力需給ひっ迫警報を発令します。

⚫ 電力需給ひっ迫注意報／警報は、地方経済産業局等を通じて各都道府県、各都道
府県から市区町村に伝達するため、改めて、各都道府県・市区町村におかれましては
節電要請の連絡を迅速に行うための連絡体制の構築・周知をお願いします。
※資源エネルギー庁から、各メディア等を通じた周知も行います。
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【参考】対価支払型DRの促進について（節電プログラム促進事業）

⚫ 需給ひっ迫時に、需要抑制を促すことのできる、対価支払型のDR（ディマンド・リスポンス）につい
て、政府としてもしっかりと後押しします。

⚫ 具体的には、この冬は厳しい電力需給が見込まれる中、小売電気事業者等が実施する冬の節電
プログラムに、ご家庭や企業の皆様に登録いただき、また、実際に節電にご協力いただいた場合に、
国から支援を行う節電プログラム促進事業を行っています。（詳細は、https://setsuden.go.jp/をご覧ください）
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電力需要が高まる12月～3月に、現在のまだ厳しい需給の見通しを踏まえ、
対価支払型の節電プログラム※に参加して、一層の省エネに取り組んでい
ただいた家庭や企業に対して、電力会社によるポイント等に、国によるポイン
ト等を上乗せする支援

※対象となるプログラムは以下のとおり。

① 月間型（kWh）プログラム：前年同月比で一定の電力使用量を削減
した場合、達成として評価し、対価（低圧：1000円/月、高圧特高：
２万円/月）を支払う

② 指定時型（kW）プログラム：電力会社が指定する日時に、ベースライン
より電力使用量を削減した場合、削減量を評価し、対価を支払う（※注
意報・警報時40円/kWh、その他20円/kWh上限での補助）

第２弾：実行支援

この冬の需給ひっ迫に備え、節電に協力いただける需要家を増やすため、
節電プログラムに登録いただいたご家庭や企業に一定額のポイント等付与
（低圧（家庭等）：2,000円、高圧特高（企業）：20万円）

第１弾：登録支援

6


